
 舞  鶴  市  中  ⼩  企  業  デ  ジ  タ  ル  ツー  ル    
 導  ⼊  ⽀  援  事  業  補  助  ⾦ 

 【申  請  要  領】 

 申  請  受  付  期  間 
 令  和  ８  年  １  ⽉  ３  ０  ⽇  （⾦）  ま  で 

 書  類  提  出  先‧  お  問  い  合  わ  せ  先 

         

            
             〒  ６  ２  ５  －  ８  ５  ５  ５ 

       舞  鶴  市  字  北  吸  １  ０  ４  ４  番  地 
             舞  鶴  市     産  業  振  興  部     産  業  活  ⼒  課 

                電  話  ：  ０  ７  ７  ３  －  ６  ６  －  １  ０  ２  １ 



 １     趣  旨 
          デ  ジ  タ  ル  ツー  ル  を  導  ⼊  す  る  こ  と  で、  業  務  の  効  率  化  及  び  ⽣  産  性  の  向  上  を  図 

 り、  将  来  に  わ  たっ  て  継  続  的  に  ⾃  社  の  業  務  の  成  ⻑、  発  展  に  取  り  組  む  市  内  事  業  者 
 に  対  し、  補  助  ⾦  を  交  付  し  ま  す。 

 ２     補  助  対  象  事  業  者 
          次  の  要  件  を  全  て  満  た  す  事  業  者 

 （１）  舞  鶴  市  内  に  事  業  所  を  有  す  る  中  ⼩  企  業  者  （  ※  １）  で  あ  る  こ  と。 

 （２） 

 次  の  い  ず  れ  に  も  該  当  し  な  い  者  で  あ  る  こ  と。 
 〇     市  税  を  滞  納  し  て  い  る  者 
 〇     ⾵  俗  営  業  等  の  規  制  及  び  業  務  の  適  正  化  等  に  関  す  る  法  律  第  2  条 

 第  5  項  に  規  定  す  る  性  ⾵  俗  関  連  特  殊  営  業  を  ⾏  う  者 
 〇     舞  鶴  市  暴  ⼒  団  排  除  条  例  第  ２  条  第  ２  号  に  規  定  す  る  暴  ⼒  団  員 

      
   

 （  ※  １）  中  ⼩  企  業  者  と  は 

 業  種  分  類 
 中  ⼩  企  業  基  本  法  に  お  け  る  中  ⼩  企  業  の  定  義 

 （い  ず  れ  か  を  満  た  す  会  社  及  び  個  ⼈） 
 資  本  ⾦  の  額  ⼜  は  出  資  ⾦  の  総  額  常  時  使  ⽤  す  る  従  業  員  数 

 製  造  業  そ  の 
 他  ３  億  円  以  下  ３  ０  ０  ⼈  以  下 

 卸  売  業  １  億  円  以  下  １  ０  ０  ⼈  以  下 
 ⼩  売  業  ５  千  万  円  以  下  ５  ０  ⼈  以  下 

 サー  ビ  ス  業  ５  千  万  円  以  下  １  ０  ０  ⼈  以  下 

             会  社  （株  式  会  社、  有  限  会  社、  合  名  会  社、  合  資  会  社、  合  同  会  社）、  ⼠  業  法 
 ⼈  及  び  個  ⼈  事  業  主  で  上  表  に  当  て  は  ま  る  者  を  い  い  ま  す。 

 社  会  福  祉  法  ⼈、  医  療  法  ⼈、  特  定  ⾮  営  利  活  動  法  ⼈、  ⼀  般  社  団‧  財  団  法  ⼈、 
 公  益  社  団‧  財  団  法  ⼈、  学  校  法  ⼈  な  ど  は、  本  制  度  の  対  象  外  と  な  り  ま  す。 

 ３     補  助  対  象  事  業 
          市  内  の  事  業  所  に  お  い  て、  業  務  の  効  率  化  や  ⽣  産  性  の  向  上  を  図  る  た  め、  デ  ジ  タ 

 ル  ツー  ル  の  導  ⼊  を  ⾏  う  事  業 
       例  ：  AI  の  活  ⽤  （需  要  予  測、  セ  ル  フ  レ  ジ、  不  良  品  検  品  な  ど） 
             IoT  の  活  ⽤  （デ  バ  イ  ス  遠  隔  操  作、  デー  タ  ⾃  動  取  得、  産  業  ロ  ボッ  ト  な  ど） 
             RPA  の  活  ⽤  （受  発  注  処  理、  請  求  書  作  成  な  ど） 
             ク  ラ  ウ  ド  サー  ビ  ス  の  利  ⽤  （グ  ルー  プ  ウェ  ア、  顧  客  管  理、  勤  怠  管  理  な  ど） 
             ※  例  ⽰  に  な  い  事  業  で  も  補  助  対  象  事  業  と  認  め  ら  れ  る  こ  と  が  あ  り  ま  す  の  で、 

 産  業  活  ⼒  課  ま  で  ご  相  談  く  だ  さ  い。 
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          【注】  業  務  の  効  率  化  や  ⽣  産  性  の  向  上  が  図  れ  る  と  し  て  も、  主  な  内  容  が  ハー  ド 
 ウェ  ア  の  更  新  や  ホー  ム  ペー  ジ  の  更  新  な  ど  に  該  当  す  る  場  合  は  対  象  と  な  り 
 ま  せ  ん。 

 ４     補  助  対  象  経  費 

 （１） 

 デ  ジ  タ  ル  ツー  ル  の  導  ⼊  及  び  利  ⽤  に  係  る  経  費 
 〇  ソ  フ  ト  ウェ  ア  導  ⼊  費 
          ソ  フ  ト  ウェ  ア  購  ⼊  費、  リー  ス  料、  レ  ン  タ  ル  料、  ソ  フ  ト  ウェ  ア 

 設  定  費、  デー  タ  移  ⾏  費、  保  守  費、  研  修  費  な  ど  （リー  ス  料  等  経  費 
 に  つ  い  て  は  補  助  対  象  期  間  分  ま  た  は、  期  間  内  に  ⼀  括  ⽀  払  い  で  き  る 
 期  間  分  （最  ⼤  １  年）） 

 〇  ク  ラ  ウ  ド  サー  ビ  ス  利  ⽤  費 
          ラ  イ  セ  ン  ス  料、  設  定  費、  デー  タ  移  ⾏  費、  研  修  費  な  ど  （利  ⽤  費 

 は  補  助  対  象  期  間  分  ま  た  は、  期  間  内  に  ⼀  括  ⽀  払  い  で  き  る  期  間  分 
 （最  ⼤  １  年）） 

 〇  ハー  ド  ウェ  ア  導  ⼊  費 
          サー  バ、  パ  ソ  コ  ン、  タ  ブ  レッ  ト、  バー  コー  ド  リー  ダー  等、  ソ 

 フ  ト  ウェ  ア  導  ⼊  に  あ  た  り  必  須  と  な  る  ハー  ド  ウェ  ア  の  購  ⼊  費、 
 リー  ス  料、  レ  ン  タ  ル  料  （リー  ス  等  経  費  に  つ  い  て  は、  補  助  対  象  期 
 間  分  ま  た  は  期  間  内  に  ⼀  括  ⽀  払  い  で  き  る  期  間  分  （最  ⼤  1  年）） 

 （２）  デ  ジ  タ  ル  ツー  ル  導  ⼊  に  伴  う  コ  ン  サ  ル  ティ  ン  グ  等  に  係  る  経  費 
 〇  相  談  料  な  ど 

 （３）  そ  の  他  事  業  の  実  施  に  係  る  経  費 

 ５     補  助  ⾦  の  額 
          補  助  対  象  経  費  の  ２  分  の  １  以  内  （千  円  未  満  切  り  捨  て） 
          た  だ  し、  １  事  業  者  当  た  り  ５  ０  万  円  を  上  限  と  し  ま  す。 

 ６     交  付  申  請 
 （１）  募  集  期  間    
             令  和  ８  年  １  ⽉  ３  ０  ⽇  （⾦）  ま  で 
   
          ※     こ  の  補  助  ⾦  は  予  算  の  範  囲  内  で  交  付  し  ま  す  の  で、  交  付  申  請  額  が  予  算  額  に 

 達  し  た  場  合  は、  募  集  期  間  に  関  わ  ら  ず  受  付  を  終  了  い  た  し  ま  す。 
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 （２）  提  出  書  類  （様  式  は  市  ホー  ム  ペー  ジ  か  ら  ダ  ウ  ン  ロー  ド  で  き  ま  す） 

         

 （１）  交  付  申  請  書  （様  式  第  １  号） 

 （２）  事  業  計  画  書  （様  式  第  ２  号） 

 （３）  収  ⽀  予  算  書  （様  式  第  ３  号） 

 （４）  登  記  事  項  証  明  書  （法  ⼈  の  場  合  に  限  る） 

 （５）  ⾒  積  書  と  そ  の  他  の  ⽀  出  の  根  拠  が  分  か  る  書  類 

 （６）  市  税  の  納  税  証  明  （滞  納  の  な  い  証  明  書） 

 ７     実  績  報  告 
 （１）  提  出  期  限 
          事  業  終  了  後  ３  ０  ⽇  以  内  ま  た  は  令  和  ８  年  ２  ⽉  ２  ７  ⽇  （⾦）  の  い  ず  れ  か  早  い  ⽇ 

 （２）  提  出  書  類  （様  式  は  市  ホー  ム  ペー  ジ  か  ら  ダ  ウ  ン  ロー  ド  で  き  ま  す） 

 （１）  実  績  報  告  書  （様  式  第  ８  号） 

 （２）  事  業  報  告  書  （様  式  第  ９  号） 

 （３）  収  ⽀  決  算  書  （様  式  第  １  ０  号） 

 （４）  補  助  対  象  経  費  を  ⽀  払っ  た  こ  と  が  確  認  で  き  る  書  類 
 （領  収  書  の  写  し  等） 
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